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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成25年10月17日(2013.10.17)

【公開番号】特開2011-58496(P2011-58496A)
【公開日】平成23年3月24日(2011.3.24)
【年通号数】公開・登録公報2011-012
【出願番号】特願2010-200410(P2010-200410)
【国際特許分類】
   Ｆ０２Ｃ   7/20     (2006.01)
   Ｆ２３Ｒ   3/42     (2006.01)
   Ｆ２３Ｒ   3/60     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０２Ｃ   7/20    　　　Ｂ
   Ｆ２３Ｒ   3/42    　　　Ｄ
   Ｆ２３Ｒ   3/60    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年9月2日(2013.9.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タービンエンジンの燃焼器（１０）に対してトランジションセグメント（１６）を固定
するための支持体（２４）であって、
　インタロック継手（５６）によって互いに離脱可能に取付けられた一対のアーム（２６
、２８）を含み、
　前記一対のアーム（２６、２８）が、前記インタロック継手（５６）を形成した細長い
セクション（５４）を備え、
　前記インタロック継手（５６）が、互いに対する前記アーム（２６、２８）の軸方向移
動を固定すると同時に前記タービンエンジンの半径方向（Ｒ）及び円周方向（Ｃ）に沿っ
て該アーム（２６、２８）が移動できるようになっており、
　前記アーム（２６、２８）が、前記トランジションセグメント（１６）に連結された一
対のフィンガで終端し、かつ前記タービンエンジンの軸方向（Ａ）に沿って該トランジシ
ョンセグメント（１６）が移動できるように構成される、
支持体（２４）。
【請求項２】
　前記インタロック継手（５６）がタング（６２）及びグルーブ（６４）継手を含む、請
求項１に記載の支持体（２４）。
【請求項３】
　前記インタロック継手（５６）が、前記細長いセクション（５４）によって形成された
１以上のスロットを含む、請求項１に記載の支持体（２４）。
【請求項４】
　前記インタロック継手（５６）が鋸歯継手を含む、請求項１に記載の支持体（２４）。
【請求項５】
　それに対して該支持体（２４）が取付けられた支持リング（５８）をさらに含む、請求
項１に記載の支持体（２４）。
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【請求項６】
　前記支持リング（５８）が少なくとも１つの切れ目によって分割される、請求項５に記
載の支持体（２４）。
【請求項７】
　前記細長いセクション（５４）のインタロック継手（５６）が、前記支持リング（５８
）の少なくとも１つの切れ目に隣接して配置される、請求項６に記載の支持体（２４）。
【請求項８】
　前記アーム（２６、２８）の各々が、前記軸方向（Ａ）に沿って配向された少なくとも
１つのフィンガ（３０、３２）で終端する、請求項１に記載の支持体（２４）。
【請求項９】
　前記アーム（２６、２８）の各々が、該支持体（２４）に対して前記軸方向（Ａ）に沿
って前記トランジションセグメント（１６）が移動できるように構成されている、請求項
８に記載の支持体（２４）。
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